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水環境整備 水環境悪化の著しい河川及び濁水、富栄養化、堆砂等の著しいダムの浚渫事業、浄化施

設整備事業、ダム湖周辺保全整備事業、水環境悪化の著しい河川に対する導水事業

導水前 導水後導水前 導水後

自然再生 魚類の遡上・降下が困難な区域において、魚道等の整備を行う事業及び自然環境の保全・

復元を必要とする区域についての河道整備 湿地再生等の事業

ヘドロの溜まった以前の松江堀川の状況ヘドロの溜まった以前の松江堀川の状況 生まれ変わった現在の松江堀川生まれ変わった現在の松江堀川

河自然再生 復元を必要とする区域についての河道整備、湿地再生等の事業
河川の流況改善及び生物等生息環境改善のためのダムからの補給を行う事業

河
川
環
境  河岸における湿地の創出（野上地区上流）

掘削境
整
備
事 湿地（河岸）の創出

湿地性植物

掘削

小水路（※） 

（※）樋門排水路

の利用など

利用推進 環境学習や癒しの場として、親水や舟運等の河川及びダム湖の利用推進を図るための整備

事業

事
業

湿地（河岸）の創出

環境教育（漁川） イベント・オープンカフェ利用（道頓堀川）
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１．太田川水系の概要

• 三方を山に囲まれ、狭い低平地に中四国地方唯一の百万都市である広島が密集市街地を
形成、市街化 は周辺 の山裾にも及ぶ

• 人口・資産が高度集積している広島市街地と想定氾濫域が重複

政令指定都市にありながら 河口から20k 程遡上すれば豊かな自然環境の残る河川

流域図 想定氾濫区域図

• 政令指定都市にありながら、河口から20km程遡上すれば豊かな自然環境の残る河川

北広島町北広島町

流域図 想定氾濫区域図

滝山川滝山川

安芸太田町安芸太田町
安芸高田市安芸高田市

温井ダム温井ダム
山裾まで宅地開発が進む下流部

三篠川三篠川

根谷川根谷川太田川太田川
 太田川 73.8 km 
 三篠川 9.5 km 

国管理区間延長

廿日市市廿日市市

広島市広島市 東広島市東広島市

玖村玖村((高水高水))基準点基準点

冠山冠山

 滝山川 8.0 km 
 根谷川 5.4 km 
 古川 7.2 km 
 天満川 6.4 km 
 旧太田川 8.7 km 
 元安川 5.4 km 
戸坂川 0 1 km

矢口第矢口第1(1(低水低水))基準点基準点

： 国 管 理 区 間

( 整備計画対象区間)

： 国 管 理 区 間 上 流 端

凡　　　　例

戸坂川 0.1 km 

 流域面積（集水面積） 約1,710 km2

流域及び氾濫域の諸元

市街地を抜けると豊かな自然環境

三方を山に囲まれた太田川デルタに形成された広島市街地

流域
界

幹線流路延長 約130 km 
 流域内人口 約98万人 

 想定氾濫区域面積 約76 km2

 想定氾濫区域内人口 約40万人 
（※）出典：平成12年度河川現況調査結果
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２．太田川水系直轄総合水系環境整備事業の概要

【事業の目的】【事業の目的】

• 太田川水系には、多様な動植物が生息・生育するほか、数多くの史跡・名勝・文化
財等が存在している。

• また 広い河川空間は 地域住民にとって手軽に自然とふれあえる場所であり 多• また、広い河川空間は、地域住民にとって手軽に自然とふれあえる場所であり、多
様なレクリエーションの場として親しまれている。

• このように地域住民に親しまれている太田川の河川空間を適正に管理するため、以
下の観点から環境整備を実施する。

① 親水性、景観を考慮した高水敷や護岸などの整備により、地域住民に親しま
れる河川環境の整備

② 太田川の豊かな自然環境や文化を生かした交流の場、環境学習・自然体験等② 太田川の豊かな自然環境や文化を生かした交流の場、環境学習 自然体験等
の拠点整備

③ つかう（市民による水辺の活用）、つくる（水辺空間整備とまちづくりの一
体化）、つなぐ（水辺のネットワークと水の都）をもとに魅力ある都市づく
りの整備りの整備

【事業の内容】

・アンダーパス ７箇所（完了４箇所、計画中３箇所）
・水辺の楽校 ３箇所（完了２箇所、計画中１箇所）
・親水歩道 ３箇所（完了１箇所、整備中１箇所、計画中１箇所）
・環境整備 ６箇所（完了２箇所 整備中１箇所 計画中３箇所）・環境整備 ６箇所（完了２箇所、整備中１箇所、計画中３箇所）
・底質改善 ３箇所（計画中）
・マリーナ １箇所（整備中） -3-



３．太田川水系の河川環境に関する課題

（１）不法係留船：下流デルタ域（１）不法係留船：下流デルタ域

・河川に放置されているボートは、洪水時に橋梁等に引っ掛かり、治水上
重大な支障となる他、河川清掃の妨げや水上交通の航行など河川利用を
行う上でも支障とな ている行う上でも支障となっている。

・ボートなどからの油流出事故や騒音、都市景観の悪化など、環境上の問
題も誘発している。

太田川の不法係留船

太田川の不法係留船

（２）都市と水辺の分断：下流デルタ域（２）都市と水辺の分断：下流デルタ域
・下流デルタ域では国・県・市で策定した「水の都ひろしま構想」に基づ

き、水辺と都市をつなげ潤いのある美しい都市空間の整備が求められて
いる。

←川底に
堆積した
ヘドロ

・広島中心部の基町では、広島市民球場跡地移転後に整備されるにぎわい
施設と河川との連続性を確保することが求められている。

・水際に堆積したヘドロにより、水辺に近づきにくいうえ、景観が阻害さ
れているれている。

・太田川市内派川沿いには、散策路が設けられているが、橋梁により歩行
空間が分断されている。

（３）地域の拠点としての利用：下流部 中流部（３）地域の拠点としての利用：下流部 中流部

橋による
水辺遊歩
道の分断

→

水際にアクセスできない（３）地域の拠点としての利用：下流部、中流部（３）地域の拠点としての利用：下流部、中流部

・中・下流域では、地域の拠点として利用可能な、自然を活用したレクリ
エーション施設や環境学習に活用できる場が少ない。

・地域のにぎわい創出の拠点として、水辺の楽校や環境整備が求められて

階段がない
水際にアクセスできない

いる。 草本が繁茂

親水性の低い中・下流部

草本が繁茂
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４．太田川マリーナの概要

＜整備概要＞＜整備概要＞

・太田川市内派川には、多数の不法係留のプレジャーボート
があり、油流出、橋梁に引っかかることにより洪水の被害
を助長することや騒音、景観阻害や河川利用阻害など様々
な問題を引き起こしている

不法係留船の行政代執行

西区

東

安佐南区

広島JCT

54
２

広島IC
山

広島高速 可部線

古川

西区

東

安佐南区

広島JCT

54
２

広島IC
山

広島高速 可部線

古川

な問題を引き起こしている。

・行政代執行などの強制撤去の措置を進めており、今後さら
なる規制強化とあわせ収容施設の整備が必要となる。

・広島市との協働事業であるが、現在市の財政が厳しいため、
旦中止しており 事業再開に向け調整を継続する

南区

広島駅

２

市役所

中区

県庁

元
安
川

旧

京
橋
川

猿
猴
川

南区

広島駅

２

市役所

中区

県庁

元
安
川

旧

京
橋
川

猿
猴
川

一旦中止しており、事業再開に向け調整を継続する。

・現在整備を終えている施設は不法係留船の保管場所として
暫定利用している。

【【ハード整備の必要性ハード整備の必要性】】不法係留船が引き起こす問題

広島高速
太
田
川

天
満
川

旧
太
田
川

広島高速
太
田
川

天
満
川

旧
太
田
川

【【ハード整備の必要性ハード整備の必要性】】
■平成18年度末の広島湾域ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ総隻数は4,667隻
■マリーナ等、現在の計画収容隻数は4,２５８隻(太田川マリーナ350隻整備も含む)
■現在の収容可能数は２，９０７隻

現収容可能 供用開始

油の流出事故
転覆船の回収作業

不法係留船が引き起こす問題

施 設 名 計画隻数
現収容可能

隻数
供用開始

年月

港湾

観音マリーナ ６４０ ４７０ H9.4

五日市ボートパーク １５６ １５６ H10.10

坂ボートパーク ２４ ２４ H12.12

廿日市ボートパーク ５７５ ５７５ H1512

洪水時の流水阻害

廿日市ボ トパ ク ５７５ ５７５ H15.12

御幸松ボートパーク １００ -

漁港 五日市フィッシャリーナ ７０３ ５３６ H13.5

河河川川
太田川マリーナ太田川マリーナ ３５０３５０ --

ボートパーク広島 １,０８０ ５１６ H19.10

民間 民間係留施設 ６３０ ６３０景観 河川利用の阻害 民間 民間係留施設 ６３０ ６３０

合 計 ４,２５８ ２,９０７

景観、河川利用の阻害
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太田川での不法係留船による問題①

治 水 上 の 支 障

護岸へ無秩序に
打込まれた
係留用のハーケ係留用のハ ケ
ン

■ 船舶流出による ■ 不法係留に伴う河川管理施設■ 船舶流出による
橋梁での塞き止め状況

■ 不法係留に伴う河川管理施設
への影響
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太田川での不法係留船による問題②

生 活 環 境 上 の 支 障

■ 沈没・破損による油流出事故状況

■ 油流出による事故対応状況-7-



太田川での不法係留船による問題③

他 の 河 川 使 用 へ の 支 障

河川清掃 妨げ状況 ■ 水上交通の航行上における■ 河川清掃の妨げ状況 ■ 水上交通の航行上における
支障
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太田川での不法係留船による問題④

河 川 景 観 上 の 支 障

無秩序な不法係留は、
「水の都ひろしま の水辺景観に「水の都ひろしま」の水辺景観に
支障をあたえます。 -9-



不法係留船による問題の解消に向けて不法係留船による問題の解消に向けて

係留施設を整備し船舶の適正な保管を図る

施 設 名 計画(隻) 現収容可能数(隻) 備考

観音マリーナ ６４０ ４７０ H9.4供用開始

港湾

五日市ボートパーク １５６ １５６ H10.10供用開始

坂ボートパーク ２４ ２４ H12.12供用開始

廿日市ボートパーク ５７５ ５７５ H15.12供用開始

御幸松ボートパーク １００ -

漁港 五日市フィッシャリーナ ７０３ ５３６ Ｈ13.5供用開始

河川河川
太田川マリーナ太田川マリーナ ３５０３５０ --

河川河川
太田川マリ ナ太田川マリ ナ ３５０３５０

ボートパーク広島 １,０８０ ５１６ H19.10供用開始

民間 民間係留施設 ６３０ ６３０

合 計 ４ ２５８ ２ ９０７合 計 ４,２５８ ２,９０７
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◇プレジャーボートの不法係留に対する地域の意識

太田川に不法に係留されているプレジャーボートについては、洪水時の危険性
や景観上の問題など、社会的にも問題意識が高い

平成17年9月26日
中国新聞

昭和61年6月30日
中国新聞

営業用モーターボート係留に反対する住民からの意見書
昭和54年3月（383名の連名書） -11-



５．費用対効果分析

「河川に係る環境整備の経済評価の手引き(試案)Ｈ12.6」などに基づき費用対効果分析
を実施

太田川水系環境整備事業の便益は、太田川水系の全ての環境整備事業に対するCVM法
（仮想市場法）による便益（環境）とするが、環境整備事業のうち太田川マリーナは、
整備によって環境上の効果と治水上の効果が見込めるため、便益（環境）と便益（治

太田川水系直轄総合水系環境整備事業の便益

水）を評価し算定

太田川水系直轄総合水系環境整備事業の便益
＝ 全ての環境整備事業の便益（環境）

＋ 太田川マリーナのみの便益（治水）

・全ての環境整備事業の便益（環境）：ＣＶＭ法による全ての環境整備事業に対する支払
意志額と整備箇所周辺2kmの世帯数から算定

・太田川マリーナのみの便益（治水）：マリーナ整備により不法係留船を撤去することに
よる治水上の危険性の軽減効果を算定

-12-



【CVM手法(仮想市場法)による試算】

◇環境に関する便益の算定

① アンケート調査：ＣＶＭに基づき負担金の支払意志額（WTP）を算定
② 集計世帯数： 整備箇所沿川の3,200世帯に配付【１市１町(広島市、安芸太田町)】

・流域全体：約38万世帯の約1％ ※回答数：979世帯（回収率31％）

【アンケート調査内容】Ｎｏ１

古川
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◇環境に関する便益の算定

【アンケート調査内容】Ｎｏ２

古川
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• 太田川マリーナ事業の治水効果として、太田川（放水路）及び市内派川の不法係留

◇太田川マリーナの治水に関する便益の算定

太田川マリ ナ事業の治水効果として、太田川（放水路）及び市内派川の不法係留
船を撤去することによる治水上の危険性の軽減効果を治水便益として評価

• プレジャーボート流出に伴い、橋梁部で阻害（塞き止め）が生じ、水位が上昇する
ことによる破堤を想定

• 破堤に伴う想定氾濫原内における湛水深を算出し、確率規模別被害額の算定を行い、
年平均被害軽減期待額を算定

【PBによる河積阻害イメージ】
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太 直轄総合 境整備事業 費 対効

◇太田川水系直轄総合水系環境整備事業の費用対効果

太田川水系直轄総合水系環境整備事業の費用対効果
＝ 総便益（Ｂ：全ての環境整備事業の便益（環境）

＋ 太田川マリーナの便益（治水））
÷ 総費用（Ｃ：全ての環境整備事業の

費用（建設費、維持管理費））

【年便益】
年便益＝8.4億円／年（環境）

【年便益】
年便益＝11.1億円／年（環境）

環境整備事業（全体） 環境整備事業（残事業）

＋4.2億円／年（治水）
＝12.6億円／年

※アンケートより便益帰着範囲を2kmと設定
※事業全体の便益帰着範囲世帯数は約21万世帯

益（ ）

＋4.2億円／年（治水）
＝1５.３億円／年

※アンケートより便益帰着範囲を2kmと設定
※事業全体の便益帰着範囲世帯数は約24万世帯

【総便益（Ｂ）】
総便益＝２１６億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

【総費 （ ）】

【総便益（Ｂ）】
総便益＝2９４億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

【総費用（Ｃ）】
総費用＝28億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

【総費用（Ｃ）】
総費用＝12１億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

BB／／C≒C≒２２..４４ BB／／C≒C≒７７..７７
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今回、政策評価で論点となっている事項
事業の概要 評価についての主な疑問点 各府省の見解事業の概要 評価についての主な疑問点 各府省の見解

・事業主体：中国地方整備局 

・総事業費：95 億円 

・事業期間：昭和 63 年度 

平成 29 年度

・ 本評価では、ＣＶＭ（仮想市場法）により

環境便益を算定している。 

ＣＶＭのアンケート調査票では、太田川マ

リ ナを整備することによ て 期待される

・ 太田川マリーナ事業の目的は、不法係留

船の洪水時におけるせき上げ現象による氾

濫被害を軽減する治水対策と平常時におけ

る景観向上等の環境対策であり 評価に当       ～平成 29 年度 

・Ｂ／Ｃ：2.4 

 

リーナを整備することによって、期待される

効果として、「放置船がなくなることにより、

河川景観が向上し、油流出事故等の自然への

負荷も軽減されます」と記載されているだけ

る景観向上等の環境対策であり、評価に当

たっては、それぞれの目的に応じた便益を

算定している。 

  ＣＶＭによる便益については、アンケー

でなく、「洪水時に川の流れを阻害する船がな

くなることにより、広島市街地の治水安全度

が向上します。」と記載されていることから、

回答者は、広島市街地の治水安全度が向上す

ト調査票に「環境整備」に関するアンケー

トであることを明記しており、景観改善等

の「環境整備」に対する支払意思額より算

出したものである。、 島 度

ることに対する支払意思額についても回答す

ることになり、ＣＶＭにより算定された環境

便益には、治水安全度が向上することによる

治水効果に相当する便益が含まれて算定され

  一方、治水効果として求めた年平均被害

軽減期待額は水害被害防止の便益であり、

洪水時における不法係留船による橋梁本体

への影響やボートへの影響（転覆）・撤去費治水効果に相当する便益が含まれて算定され

ていると考える。 

一方、治水効果については、別途、確率規

模ごとの被害額から年平均被害軽減期待額を

基に算定していることから ＣＶＭにより算

への影響やボ トへの影響（転覆）・撤去費

用は含まれていない。 

基に算定していることから、ＣＶＭにより算

定された環境便益にも治水効果に相当する便

益が含まれて算定されていることに疑問があ

る。 

-17-

【今後の対応方針】 

 ・ ＣＶＭのアンケート調査票について、改善を求める。 



【アンケート調査抜粋】

アンケート調査が太田川水系の河川環
境整備事業を対象に実施している旨を境整備事業を対象に実施している旨を
記載している。

古川洪水により、河川内においてボート
が橋梁に衝突したり、ボートが転覆
し、景観を壊すという観点から便益

-18-

を計上するためにアンケートに掲載



◇太田川水系直轄総合水系環境整備事業の費用対効果
（太田川マリーナの治水に関する便益を考慮しない場合）

太田川水系直轄総合水系環境整備事業の費用対効果
＝ 総便益（Ｂ：全ての環境整備事業の便益（環境））

÷ 総費用（Ｃ：全ての環境整備事業の÷ 総費用（Ｃ：全ての環境整備事業の
費用（建設費、維持管理費））

【年便益】
年便益＝8.4億円／年

ケ トより便益帰着範囲を と設定

【年便益】
年便益＝11.1億円／年

環境整備事業（全体） 環境整備事業（残事業）

※アンケートより便益帰着範囲を2kmと設定
※事業全体の便益帰着範囲世帯数は約21万世帯

【総便益（Ｂ）】
総便益＝145億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化

※アンケートより便益帰着範囲を2kmと設定
※事業全体の便益帰着範囲世帯数は約24万世帯

【総便益（Ｂ）】
総便益＝222億円

※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

【総費用（Ｃ）】
総費用＝28億円
※評価期間を事業完成後50年として現在価値化

※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

【総費用（Ｃ）】
総費用＝12１億円

※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

※評価期間を事業完成後50年として現在価値化
※残存価値含む

BB／／C≒C≒１．９１．９ BB／／C≒C≒５．２５．２

仮に治水便益を考慮しない場合についても、Ｂ／Ｃ＝１．０以上
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～太田川水系直轄総合水系環境整備事業～
アンケート調査（太田川マリーナ）における改善

河川環境整備事業の効果についてのアンケート調査であることの明確化

（説明文）太田川マリーナ整備による不法係留船減少により、水上交通の航行などの河川利用の向上、ボートなどか
らの油流出事故や騒音・都市景観の悪化など環境・景観上の問題が改善されます。

（今後の対応）

今後のアンケート作成にあたっては、便益の重複等の指摘がされないよう十分留意し作成するよう各地方整備局宛
に文書及び会議等で周知徹底を行う。 -20-




